
小山市国民健康保険傷病手当金該当確認票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 小山市国民健康保険の被保険者である。 

３ 次の⑴、⑵のいずれかに該当する。 

⑴ 新型コロナウイルス感染症に感

染している。 

⑵ 発熱等の症状があり感染が疑わ

れる。 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

支給対象外です。 ＮＯ 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

４ 労務に服することができなかった

日数が、3 日を超えた（４日以上）。 

２ 事業所等に使用され、給与等（俸給、給料、
賃金、歳費又は賞与）の支給を受けている。 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

Ｎ
Ｏ 

 

Ｎ
Ｏ 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

５ 上記４により、俸給、給料、賃金、歳費の

全部または一部を受けられなかった。 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

Ｎ
Ｏ 

傷病手当金の支給対象です。 
【傷病手当金の額】 

直近３か月の給与等の平均日額×（上記4の日数 － 3日）×2／3 

加入されている健

康保険にお問合せ

ください。 


